
別 紙 １
試験研究用原子炉施設の二次冷却系配管の健全性の確保に関する設置者の取り組み状況の概要について

二次冷却系配管の設計等の方針 自主検査 予防保全対策 過去の事故の教訓の反映 二次冷却系配管の肉厚測定
及び今後の方針

今回の美浜発電所３号機の事故を踏ま１．ＨＴＴＲ １．ＨＴＴＲ １．ＨＴＴＲ 【過去の事故の教訓の反映】
、 、加圧水冷却設備（原子炉運転時に通常使 施設定期自主検査として、加圧水冷却設 加圧水冷却設備については、出力上昇試 え 本年８月 日～８月 日にかけて１．ＨＴＴＲ 11 12

用する冷却設備）及び補助冷却設備（原子 備では、加圧器を窒素により運転圧力以上 験開始後の平成 年から、主配管から分 昭和 年に設計及び工事の方法の認可 念のため、主要施設の二次冷却系配管の11 63
炉緊急停止時に使用する補助的な冷却設 まで加圧し、漏えい確認及び外観検査を実 岐した流速が急変する小口径配管の２箇所 申請に向けて実施した建設準備設計におい 代表的な場所について、肉厚測定を実施
備）補助冷却水系の二つの系統は、最高使 施している。また、補助冷却設備では、補 に関し、毎年、肉厚測定を実施しており、 て、加圧水冷却設備の配管については、米 した。その結果、いずれの場所も必要厚
用圧力 、最高使用温度約 ℃と 助冷却材循環ポンプを運転し、運転圧力及 これまでの結果、減肉は認められいない。 国サリー原子力発電所における配管破断事 さが確保されているこを確認した。4.7MPa 262
いう条件で 「黒鉛減速ヘリウムガス冷却 び運転流量における漏えい確認及び外観検 また、加圧水冷却設備及び補助冷却設備 故を踏まえ、腐食による配管破断防止対策 なお、今回の測定箇所は、以下のよう、
型原子炉施設に関する構造等の技術基準」 査を実施している。 補助冷却水系については、配管の腐食を防 として、水質管理（電気伝導度、水素イオ な考え方により選定した。
（平成２年科学技術庁原子力安全局）に基 止する観点から、水質管理（電気伝導度、 ン濃度（ 、溶存酸素）及び肉厚測定をph）
づく強度計算を行い 必要厚さに対して 水素イオン濃度（ 、溶存酸素）を実施 実施することとした。 ①ＨＴＴＲ、 ）1.5 ph２．ＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４及びＪＭＴＲ
倍程度の裕度をもった厚さの配管を採用し これら施設については、施設定期検査の している。 ・加圧水冷却設備
ている。また、配管設計にあたっては、流 際に、施設定期自主検査として、二次冷却 出力上昇試験開始後の平成 年２．ＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４及びＪＭＴＲ 11
速が急変しないようなルート・形状として 系配管の外観検査を実施している これら施設については、 から、主配管から分岐した流速が急日 ２．ＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４及びＪＭＴＲ
いる。 なお、ＪＲＲ－３の二次冷却系配管のう これら施設の二次冷却系配管について 変する小口径配管（呼び径 、厚40A
さらに、冷却材中の水質管理（電気伝導 ち、原子炉建屋内の二次冷却系配管につい は、適宜、配管の腐蝕状況の点検等を実施 ①水質管理 さ 、流速 ）の２箇所に7.1mm 2.3m/s
、 （ ） ） 、 。本 度 水素イオン濃度 及び溶存酸素 ては、防露材が設置されており、配管表面 している。 腐食反応は、酸化還元の反応傾向の 関し 毎年肉厚測定を実施してきたpH

を行っている。 の外観検査が困難であるため、漏えい検査 強さである電位と水素イオン濃度に依 今回の肉厚測定にあたっては、主
を実施している。 ①ＪＲＲ－３ 存することから、冷却水の電気伝導度 配管のうち、最も冷却材流量が大き

平成 年及び平成 年に、一次冷 と を管理している。 いオリフィス部１箇所、エルボ部２原 ２．ＪＲＲ－３、ＪＲＲ－４及びＪＭＴＲ 11 12 ph
これら施設の二次冷却系統は 約 却材熱交換器を、平成 年に重水熱 箇所を選定した。、 0.8MPa 13

（約８気圧）以下、約 ℃以下の低温・ 交換器の開放点検を実施している。 ②配管内面の樹脂ライニング ・補助冷却水設備60
0.9m/s子 低圧の設計条件又は使用条件であり 「試 その際、二次冷却材に注入している ・ ＪＲＲ－４については、二次冷却系 補助冷却設備は、流速も、

験研究用原子炉施設に関する構造等の技術 防錆防食材によって生成される膜が配 配管の一部が埋設配管となっており、 程度と遅いが、その状況の中でも、
基準 平成２年科学技術庁原子力安全局 管内部に構築されていることを確認す 点検等が困難なため、当該部分の内面 流速が急変するオリフィス部１箇所」（ ）
又は「発電用原子力設備に関する構造等の るため、熱交換器の出入口近傍及び熱 を予防保全の観点から、エポキシ樹脂 及びエルボ部１箇所を選定した。力
技術基準 （昭和 年通商産業省告示第 交換器の上流部・下流部に設置されて でライニングしている。」 55

号）等に基づく強度計算を行い、必要 いる弁の近傍を対象に目視できる範囲 ・ ＪＭＴＲについては、二次冷却系配 ②ＪＲＲ－３501
厚さに対して、 倍～ 倍程度の裕度 （約１ｍ）について点検を実施した。 管は、製作当初より、炭素鋼であるこ 今回の美浜発電所３号機の事故は、研 1.5 2.5
のもった厚さの配管を採用している。 その結果、一部の弁の直後に錆が発 とから、腐食を考慮して配管内面にエ オリフィス下流領域で流速が急激に変
いずれの施設においても、防錆防食対策 生している箇所があったため、予防保 ポキシ樹脂でライニングしている。 化する箇所であったことから、ＪＲＲ

として、二次冷却系配管の水質管理を行っ 全の観点から、平成 年に一部配管 －３において流れが急激に変化する箇究 14
ている。 を炭素鋼からステンレス鋼に変更して ③腐食状況の点検・検査 所として、二次冷却系ポンプのエルボ

いる。 部及び弁下流を選定した。
②予防保全等による配管の一部更新所

②ＪＲＲ－４ ③ＪＲＲ－４
平成 年７月に、二次冷却系配管 等の二次冷却系配管の健全性を確保するた 平成 年に、ＪＲＲ－４において12 12

の健全性を確認するため、約 ｍの めの対策を講じている。 流速が急激に変化する箇所（ポンプ出10
ファイバーケーブル付きカメラを使用 口側垂直配管部２箇所、エルボ部１箇
し、冷却塔近傍の露出管約７ｍ及び埋 所）を対象に実施した二次冷却系配管【今後の方針】
設配管部約３ｍを調査した その結果 今回の美浜発電所３号機における事故 の肉厚測定と同じ箇所のうち、ポンプ。 、
露出管については、配管素地の腐食は を踏まえて実施した主要施設の二次冷却系 出口側垂直配管部を選定した。
比較的少なく、また、樹脂で配管内面 配管の肉厚測定の結果、基本的には、従来 なお、これ以外のエルボ部及オリフ
をライニングしている埋設配管部につ の保守管理を続けていくことで、二次冷却 ィス部の代表箇所については、現在、
いては、ライニングに亀裂などは確認 系配管の健全性の確保は可能であると考え 実施中の施設定期検査中に測定を実施
されなかった。さらに、弁出口垂直配 ている。 する予定。
管部２箇所、エルボ部１箇所について また、今後、検査方法などについては、
肉厚測定を実施し、必要厚さを上回る 今回の美浜３号機における事故の原因究明 ④ＪＭＴＲ
厚さが確保されていることを確認して 及び再発防対策を踏まえて、同研究所の施 ＪＭＴＲは、温度が約 ℃、圧力50
いる。 設の特徴を勘案し、実施していく。 約５気圧の開放型冷却系であるため局

部的な減肉は考えにくいが、冷却材の
、 、 、③ＪＭＴＲ 流れの様子に着目して 直管 エルボ

昭和 年７月及び昭和 年９月、 オリィフィス出口及び弁出口等 箇50 63 105
主配管の管内ライニングの点検を実施 所を選定した。

（資料１参照）
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及び今後の方針

ＫＵＲの場合、二次冷却系の条件は、冷 施設定期検査を受けるに当たって、施設 施設定期自主検査として実施する外観検 ＫＵＲの二次冷却系配管の健全性につ【過去の事故の教訓の反映】
却材温度約 ℃、圧力 （約 気 定期自主検査において、二次冷却系の外観 査、系統作動検査及び漏えい検査のほか、 米国のサリー原子力発電所で発生した事 いては、昭和 年（埋設部については50 0.35MPa 3.5 63
圧）であり、特に厳しいものではなく、二 検査、系統作動検査及び漏えい検査を実施 ほぼ 年毎に、二次冷却系配管の開放目 故は、高温高圧の水・蒸気にさらされる炭 平成元年）に、エロージョン（侵食）の10

300次冷却系配管の設計において、腐食・減肉 し、健全性の確認を行う。 視検査、肉厚測定を実施する。 素鋼管において起こったものであり、ＫＵ 起こりやすい曲がり部を重点的に約
（資に対して特に考慮している事項はない。 Ｒの二次冷却系配管の条件とは大きく異な 点に関し肉厚測定を実施している。

京 料２参照）腐食・減肉に対する配慮としては、定期 るが、一般に配管の供用期間中には、腐食
的に配管の開放目視検査 肉厚測定を行い ・減肉に対する配慮が必要あるので、定期 さらに、平成 年には、昭和 年と、 、 10 63
健全性を確認することとしている。 的に開放目視検査、肉厚測定を実施する予 平成元年に実施した結果を参考に、二次

定でる。 冷却系ポンプ出口のエルボ３箇所とオリ都
フィス上流と下流の合計５箇所について
開放目視検査を行っている。また、オリ【今後の方針】

これまで自主検査として実施してきた開 フィス部の配管については、約 点に大 20
放目視検査、肉厚測定については、本年２ 関し肉厚測定を実施している。これらの

、 。月に改正された試験炉規則第 条の２に 結果 肉厚減少の兆候は見られなかった14
基づき、現在作成中のＫＵＲの施設定期評 なお、本年８月 日、二次冷却水ポ学 13
価実施計画の中に、二次冷却系の供用期間 ンプ出口の逆止弁交換に当たり、逆止弁
中検査に関する事項として盛り込む予定で 前後の配管の健全性を確認するため、昭
ある。 和 年に実施した箇所と同じ箇所につ63
なお、ＫＵＲは、平成 年３月から、 いて肉厚測定を実施した。その結果を昭18

燃料低濃縮化実施のため、約１年間の運転 和 年の結果と比較したが、特に減肉63
停止を計画しており、この間に、二次冷却 の兆候は見られなかった。
系配管についての詳細な健全性調査を実施
する予定である。

50 100MWナトリウムを冷却材に用いる「常陽」で 常陽 については 施設定期検査毎に 常陽 については 昭和 年６月に 常陽 については 熱出力を「 」 、 、 「 」 、 、 「 」 、【過去の事故の教訓の反映】
は、軽水炉における水中の酸化被膜形成や 施設定期自主検査の一つとして、原子炉冷 軽水炉の基準である「日本電気協会電気技 平成７年 月に発生した「もんじゅ」 (ＭＫ－Ⅱ）から （ＭＫ－Ⅲ）に12 140MW
その剥離の繰り返しによる減肉の進行は発 却系統のうち、ナトリウムに接液する機器 術基準調査委員会電気技術規程（ＪＡＥ の二次系ナトリウム漏えい事故を踏まえ、 変更するための改造工事を平成 年～12
生しがたく、系内の温度分布による質量移 配管、温度計ウェル、ナトリウム液面計据 Ｃ 」等を参考に、ナトリウムの常時漏え 「常陽」においては、安全確保に万全を期 平成 年にかけて実施している。） 15
行が主要な腐食進行因子となる。この質 付部、小口径配管分岐部について、ナトリ い監視と外観検査を基本とし、さらに、二 するため、 その際、原子炉運転時間約 時＊ 61,000
量移行は、ナトリウム中の溶存酸素濃度に ウムの滞留、液滴等のナトリウム漏えい痕 次冷却系配管内にあらかじめ設置した試験 ① 温度計ウェルの健全性、二次冷却系緊 間を経過した二次冷却系配管を切り出核

24 96より加速される。 跡のないことを確認している。 片を取り出して強度等を測定するサーベイ 急ドレン操作の際のダンプタンク・配管 し、 箇所について各々４点（合計
「常陽」では、これを抑制するため酸素 また、ナトリウム漏えい対策として設置 ランス試験を行うことなどを内容とする供 等の構造健全性等の再評価 点）の板厚測定を実施している。その結燃

濃度を十分に低い約３ 程度（保安規 しているライナー、ナトリウム受桶等につ 用期間中検査計画書を定めている。 ② ナトリウム漏えい検知システム、火災 果、いずれもＪＩＳにおける配管製作許ppm
定 以下）に維持している。 いては、据付状態に異常のないことを目視 報知システムをはじめとした設備対応及 容差の最小板厚を上回っていることを確料 20ppm
また、ナトリウムによるエロージョンに により確認している。 び異常時運転マニュアル類及び教育訓練 認している。

関しては「常陽」のナトリウム環境下で の見直し また、エルボ部についても、主熱交換サ 、
は、常に還元雰囲気であることから、材料 を行っている。 器出入口の４箇所について各々 点 合20 （
表面に酸化被膜は形成されず、酸化被膜の 計 点)について板厚測定を実施し、いイ 80
剥離による減肉も生じない。 ずれもＪＩＳにおけるエルボ製作許容差【今後の方針】

原子炉冷却系統のうち、ナトリウムに接 の最小板厚を十分満足していること確認ク
（資料３参照）＊質量移行 液する機器配管については、現状における している。

ナトリウムに接している材料表面から 検査を継続することで、その健全性を確保 このほか、主冷却器伝熱管は、大量のル
炭素等の成分が、高温部から溶け出し、 することができると考えている。 冷却用空気にさらされている唯一の部位
低温部の材料表面に侵入していく現象。 なお 新型となった主冷却器については であることから、外面の減肉量を評価す開 、 、
これにより材料の延性や強度が低下す ＭＫ－Ⅱにおける伝熱管の板厚測定の実績 るため、昭和 年より過去６回にわた59
る。 を踏まえ、伝熱管の一部にフィン未装着部 り、自主検査として、超音波及びＸ線に発

を設けており、交換後初めての施設定期検 よる板厚測定（約 箇所）を実施して80
査となる第 回施設定期検査（本年 月 おり、その結果は、いずれも伝熱管製作機 14 11
から実施予定）から、自主検査として板厚 仕様の最小板厚を全ての測定箇所で上回
測定を実施し、伝熱管の健全性を定期的に っていた。なお、主冷却器は、ＭＫ－Ⅲ構
継続して、確認していく予定である。 冷却系改造工事で交換したが、その際撤
また、本年２月に開始された試験炉規則 去した旧主冷却器伝熱管の一部を切り出

第 条の２に基づく原子炉施設の定期的 した減肉量の測定と引張試験を実施し14
な評価において、二次冷却系配管の健全性 た。その結果、最も外気による減肉が大
の確認を実施していく予定である。 きい空気流動部にあるフィン付き伝熱管

の板厚は、最小板厚を上回っていること
を確認した。また、引張試験の結果、材
料強度基準を満足していることを確認し
ている。


